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学校における危機管理について 

 

 

 

 

 

☆ 学校危機管理の３段階 

 ① 事前の危機管理: 

『事故・災害等の未然防止対策』と、『事故・災害等の発生に備えた対策』の両面で進めることが必

要。発生時(初動)や事後の危機管理を適切に実施するためには、事前の危機管理としての対策を十分

に行っておくことが不可欠。 

 ② 発生時（初動）の危機管理 

フロー図などの簡潔な形式で示すとともに、訓練・研修などを通じて教職員が習熟しておく必要が

ある。 

 ③ 事後の危機管理 

発生直後から生じる様々な事態への対応、学校としての復旧・復興への対応、事故等の調査・検証

を通じた再発防止対策の取組など、様々な対応を行う必要がある。 

 

☆ 学校安全の３領域 

 ① 生活安全 

  ○日常生活で起こる事故の内容や発生原因、結果と安全確保の方法 

  ○誘拐や傷害などの犯罪被害防止 

 ② 交通安全 

  ○様々な交通場面における危険の理解 

  ○安全な歩行、自転車等の利用 

 ③ 災害安全 

  ○地震・津波・火山活動・風水（雪）害等の自然災害や火災・原子力災害等発生時における危険の

理解、正しい備えと適切な行動 

 

☆ 学校安全の３活動 

 ① 安全教育 

  ○教科・道徳・総合的な学習の時間等における安全学習 

  ○特別活動・学校行事・課外指導等における安全指導 

 ② 安全管理 

  ○事故の要因となる環境や児童等の行動に潜む危険の早期発見・改善 

  ○事件・事故・災害発生時の適切な応急手当てや安全措置 

 ③ 組織活動 

  ○教職員研修の推進 

  ○教職員・生徒等による校内の協力体制 

  ○家庭・地域・関係機関等との連携 

「緊急事態が発生した時、どのような対応をするべきか」すなわち「危機管理」について、交通事

故や自然災害、その他生徒の緊急事態に対して、全教職員が要点を次の段階ごとに共通理解してお

く必要がある。 
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☆ 危機管理の目的 

 ① 子どもと教職員の生命を守ること 

 ② 子どもと教職員の信頼関係を維持し、日常の組織・運営を守ること 

 ③ 学校に対する保護者や地域社会からの信用や信頼を守ること 

 

☆ 危機管理のプロセス 

 （１）リスク・マネジメント＜未然防止（平常時）の対応＞ 

①危機の予知・予測 

○過去に発生した自校や他校の事例から、その危機発生の原因や経過等を分析・検討することに

より、発生の前兆等を明らかにし、危機の予知・予測に努める。 

○児童生徒や社会の現状・変化等を踏まえ、今後発生する可能性のある危機を想定し、その危機

の予知・予測にも努める。 

②危機の未然防止や日常の安全確保に向けた取組 

○日ごろから、一人一人の児童生徒への継続的な支援や、施設・設備に関する定期的な点検や各

種訓練等により、未然防止に向けた取組を行う。 

○児童生徒、保護者、地域の人々からの情報収集等により、危機を予知・予測し、問題の早期発

見に努め、危機に至る前に解決する取組を行う。 

○保護者や地域住民、関係機関・団体と連携を図り、学校独自の危機管理体制を構築する。 

 （２）クライシス・マネジメント 

①緊急事態発生時の対応＜初動・初期対応＞ 

○緊急事態が発生した場合、学校の危機管理マニュアルに沿って、適切かつ迅速に対処し、児童

生徒、教職員の生命や身体の安全を守るとともに、被害を最小限度にとどめる。 

②事後の危機管理＜中･長期対応＞ 

○事態が収拾した直後から、保護者及び関係者への連絡・説明を速やかに行う。 

○事件･事故災害発生時の対応を事態収拾後に総括し、教育再開の準備や再発防止対策、心のケ

アなど必要な対策を講じる。 

○未然防止の取組について定期的に評価・改善し、日々の教育活動の充実に努める。 

 

※ 本危機管理マニュアルは、学校保健安全法に基づき策定され、毎年、更新されている。 
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緊急連絡先 

 

名  称 電話番号 

山口市教育委員会 学校教育課 083-934-2863 

山口市教育委員会 教育総務課 083-934-2859 

山口市教育委員会 教育施設管理課 083-934-2860 

山口警察署 083-924-0110 

平川駐在所 （山口警察署から転送） 

セコム 083-924-2926 

平川小学校 083-922-1789 

地域交流センター 083-922-4235 

 

 

名  称 電話番号 

吉野内科（学校医：内科） 083-932-1222 

平川眼科クリニック（学校医：眼科） 983-934-1010 

たなか歯科（学校医：歯科） 083-941-6480 

ペリカンみんなの薬局（学校薬剤師） 083-934-1700 

済生会山口総合病院（学校医：耳鼻科） 083-901-6111 

小郡第一病院【総合病院】 083-972-0333 

日赤病院【総合病院】 083-923-0111 

ののはなクリニック【耳鼻咽喉科】 083-941-1133 

かく脳外科【脳神経外科】 083-920-1010 

大野整形外科【整形外科】 083-902-8411 

休日夜間診療所【休日夜間】 083-925-2266 

山口健康福祉センター 083-934-2533 

山口市保健センター 083-921-2666 

大隈タクシー 083-922-0860 
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１ 生徒の学校事故への対応 

全般の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生徒の学校事故の対象 

 ○暴力 ・複数で個人に対した場合  ・対教師暴力および校舎・器物破損 

     ・傷害の程度が大きいもの 

 ○いじめ（いじめが起因する自殺予告なども含む） 

 ○自殺 

 ○危険な遊び ・生命の安全に影響があるもの ・死亡、入院加療を要するもの 

        ・失火 など 

 ○性被害・暴力被害（被害防止の立場から情報提供の必要なもの） 

 ○窃盗・万引き（集団によるもの、社会的な問題となるもの） 

 ○家出 ・自殺等の問題につながる恐れのあるもの ・３日以上にわたるもの 

 ○悪質な行為 ・故意による公共物の破損 ・列車妨害 など 

 ○その他 ・性非行 ・薬物乱用 ・無断外泊 ・生徒指導上重要問題と判断されるもの 

情報を受けた者（担任・教職員） 
 ※当該生徒への確認（複数で対応が望ましい） 

報

告 

生 

徒 

指 

導 

主 

任 

校 

長 

・ 

教 

頭 

報告 
関係機関 

学 校 

指導・助言 

協議 

報告・相談 

保護者 

報告・聞き取り 

指示 相談・意見 

・山口市教育委員会学校教育課 083-934-2863 

・平川駐在所      （山口警察署から転送） 

・山口警察署    083-924-0110 
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２ 生徒の災害事故への対応 

（１）学校管理下における事故発生の対応・措置 

  ●危機発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●危機収束後の対応 

   ① 危機管理委員会の開催 

   ② 原因の究明 

    ・校長は事故に関わる情報を整理・記録する。 

    ・事故原因や問題点を明確にし、反省と改善について、全教職員と共通理解を図る。 

   ③ 支援・援助・心のケア 

    ・校長・関係教職員は負傷生徒の見舞い、保護者への経緯説明、スポーツ振興センター共済給

付等の手続き、治療費についての説明を行う。 

    ・負傷生徒、周辺生徒のショックの状況により、SCと連携を図りながらケアを行う。 

④ 再発防止〜事故防止策・安全点検の見直し 

⑤ 報告〜事故措置の状況を教育委員会へ報告 

事故発生 

事故発生発見 応急処置 

連 絡 

１１９番 

ç
√

 

応 援 要 請 ・ 報 告 ・ 連 絡 

養護教諭 

ç
√

 

意識の有無・顔色・ 
呼吸・脈拍等の確認 

校長・教頭 学級担任 学年主任・他の教職員 

窓口の一本化 

教育委員会 

連絡・協議 

マスコミ対応 

 救急隊員への状況説明 

 救急車に教職員２名が

同乗、または車で搬送

先病院へ（携帯電話所

持）→医師へ状況説明、

診断・治療内容等を校

長へ報告 

 校長の指示のもと、生

徒に付き添う 

 保護者へ事故の 

概要報告 

・事故の状況 

・ケガ等の程度 

・応急処置の内容 

・搬送先の病院 

・不安の除去 

 救急車の誘導 

 救急隊員へ状況説明 

 他の生徒を救急活動の

障害にならない場所へ 

 救急車到着まで心肺蘇

生等の応急処置（AED） 

 事故現場の確保 

 他の生徒の動揺を抑え

る（状況説明） 

負傷等の状況に応じて、校長・教頭・他教職員を病院へ派遣 
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（２）生徒の交通事故発生の対応・措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校 

現場へ急行 
（できれば２人で） 

重大事故 軽傷 

帰宅 登校 

事故状況の把握 
 ・発生時刻   ・発生時の状況 
 ・関係者の氏名 ・けがの状態 
 ・事故処理の状況 

緊急対策本部 

校長 
教頭 
養護教諭 
学年主任 
担任 

教育委員会 

保護者 

事故報告書の作成 

事故対策本部 

校長 
教頭 

養護教諭 
学年主任 
担任 

事実確認 
 ・関係者からの聞き取り 
 ・被害者家族への連絡対応・・・担任 
 ・全保護者への対応（緊急保護者会）・・教頭 
 ・関係生徒の心のケア・・・ＳＣ 
 ・教育再開準備・・・教務主任 
 ・報道機関への対応・・・教頭 

死亡事故の場合 

情報の収集・確認 

 ・生徒氏名     ・事故の場所 
・けがの状況    ・応急手当の有無 
・協力要請や指示（１１０番通報、１１９番通報） 

事故発生 

医療機関 

（１名は付き添う） 

連絡 

連絡 

連絡 
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（３）いじめの対策と対応 
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（４）不審者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校への立ち入り者 発見者（教職員） 

 
①立ち入りの理由の確認 

 ・どなたですか？ 

 ・どのようなご用件でしょうか？ 

 ・ご用件のある者をお呼びしましょうか？ 

理由なし 理由あり（OK） 

②退去を求める 

 ・特にご用件がなければ、お引取り願います。 

 ・そういう件はご遠慮いただきます。 

退去なし 退去（OK） 

③危害の有無の確認 

 ・教職員への緊急連絡 

 ・隔離、通報 

 ・生徒の安全確保 

◎ 防御・暴力の制止と被害拡大の防止 

◎ 移動の阻止 

◎ 別室に案内し、隔離 

◎ 退去の説得 

◎ 全校への通知「緊急集会（キーワード）」 

生徒の把握 

◎ 避難誘導 

◎ １１０番通報 

◎ １１９番通報 

◎ 教育委員会へ支援要請 

役割分担 

 全体指揮・外部対応・記録 ・・・ 校長・教頭 

 校内放送・電話通報 ・・・・・・ 教務・事務職員 

 避難誘導・安全確保 ・・・・・・ 学級担任・授業者 

 保護者等への連絡 ・・・・・・・ 学年主任・学級担任 

時系列で克明な記録を 

 ○不審者の状況 

 ○生徒の状況 

 ○教職員の対応 

 ○関係機関との連携 

事件・事故対策本部の設置 

 事後の対応や措置 

  ◎情報の整理と提供 ◎再発防止対策実施 ◎保護者への説明 

◎報告書の作成 ◎こころのケア  ◎災害共済給付請求 

◎教育再開準備 

立ち入り者の隔離 関係機関への通報 

小学校・教育委員会 
へ連絡 
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３ 感染症・食中毒（疑いも含む）事故への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

養護教諭 保健主任 
異常の発見 

連 絡 

学級担任 
授業者 など 

学校薬剤師 

ペリカンみんなの薬局 

（坂口） 

(083-934-1700) 

学校医 

吉野内科 

(083-932-1222) 

校 長 教 頭 

決 定 

◎出席停止 

◎学級閉鎖 

◎学年閉鎖 

◎臨時休校 

◎給食停止 

教育委員会 

校長 
 ◎マスコミ対応 

教頭 
 ◎報告・相談文書作成 
  → 教育委員会 
  → 学校医 
  → 学校薬剤師 
  → 保護者 

学級担任 
 ◎出席停止・臨時休校の場合の生徒への指導 
 ◎人権保護の立場からの指導 

山口健康福祉センター 

(083-934-2533) 

山口市保健センター 

(083-921-2666) 

養護教諭 
 ◎学校等欠席者・感染症情報 
システムへの入力 
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４ 感染症による学級閉鎖等への対応 

 ●危機発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●日頃の予防措置 

 

 

 

 

 

 

 ●関連法規 

 

 

  

生徒 
学級担任 

養護教諭・保健主任 学校医 

健康チェック 報告・相談 連絡・相談 

校 長   教 頭 

報告・相談 

決定 

◎出席停止 

◎学級閉鎖 

◎学年閉鎖 

◎臨時休校 など 

文書・報告書作成 

◎保護者 

◎教育委員会 

教育委員会 

報告・相談 

※感染症流行の兆候が見え始めたとき、 
事前に文書を出しておくことが望ましい。 

担任・養護教諭・保健主任 

◎保健指導 

 ◎家庭での過ごし方 

 ◎閉鎖中の外出について など 

給食主任 

◎給食停止の連絡・相談 

※報道機関への対応は保健所を窓口にする。 

うがい 手洗い 

養護教諭・保健主任を中心に 
 ・一般的な予防法の指導を徹底 
 ・感染症予防の保健指導の徹底 

校長 
 ・学校環境衛生基準の遵守 

○学校保健安全法 第１８条（保健所との連絡）、第１９条（出席停止）、第２０条（臨時休業） 
○学校保健安全法施行令 第６条（出席停止の指示）、第７条（出席停止の報告） 
○学校保健安全法施行規則 第１８条（感染症の種類）、第１９条（出席停止の期間の基準） 
             第２０条（出席停止の報告事項）、第２１条（感染症に関する細目） 

学校欠席者・感染
症情報システムの
入力 

保健所 
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【別添資料】 

感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ等）に対応する保健管理・保健指導について 

 

（１）出席者の状況把握（健康観察の徹底） 

① 出席者の健康状態把握のため、健康観察を確実に行う。 

② 日頃からの家庭での検温及び、健康観察を奨励する。 

③ 微熱、急性呼吸器症状のある生徒は経過を観察せず、すみやかに早退の手続きをとる。 

 

（２）欠席者の状況把握 

① 欠席者の症状・発症した日・医療機関への受診状況等を確実に聴取する。 

② 学級担任は、欠席者の情報をすみやかに養護教諭へ報告する。 

※欠席届：電話受取者・PC確認者 → 学級担任 → 養護教諭 の流れで確実に行う。 

③ 体調不良のまま無理をして登校することがないように、しっかりと休養するよう伝える。 

    ※インフルエンザ・新型コロナウイルスと診断を受けた生徒は、出席停止の取り扱いとする。 

     出席停止となった場合は、確実に養護教諭へ報告する。 

 

（３）環境衛生管理と保健指導 

実践項目 具体的実践内容 実施者 

 

（１）手洗い 

  ※感染予防の基本 

• 手洗いの徹底（外から教室に入る時、給食前、トイ

レの後、掃除後など） 

• シャボネットの補充 

• 「基本は手洗い」リーフレットの掲示 

• ハンカチ、タオルの持参の呼びかけ。貸し借りをし

ない。 

全生徒 

全教職員 

 

（２）適切な環境 • 休み時間の換気（１時間ごとに５分間） 

• 可能な範囲で、教室は窓を開けて過ごす 

• 空調や衣服による温度調節を含めて、温度湿度を

管理 

保健委員会 

教科担任 

学級担任 

 

（３）保健指導 • 咳エチケットの指導 

• 規則正しい生活習慣の指導等 

• 情報提供（生徒・保護者） 

学級担任 

養護教諭 

を中心に 

全教職員 
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【別添資料】 

感染症（新型コロナウイルス、新型インフルエンザ等）発生時の緊急対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】 

 ○学校における新型インフルエンザ等対応マニュアル（山口県教育委員会平成２６年１月改定） 

 ○平２５教安体第１７号 感染症・食中毒（疑い）事故発生の対応について 

  

【対策委員会設置】 
校長・教頭・教務主任 
学年主任・生徒指導主任 
保健主任・養護教諭 
関係教職員 

【学校医・学校薬剤師】 

学校医（吉野文雄先生） 

TEL 083-932-1222 

薬剤師（坂口亮介先生） 

TEL 083-934-1700 

【山口健康福祉センター】 

TEL 083-934-2533 

FAX 083-934-2527 

【山口県教育委員会】 

学校安全体育課 

こども元気づくり班 

TEL 083-933-4685 

FAX 083-922-8737 

【県及び市町が設置した窓口】 

山口県健康福祉センター 

(083-934-2533) 

山口市保健センター 

(083-921-2666) 

【山口市教育委員会】 

TEL 083-934-2863 

FAX 083-924-2660 

患者 
診断医 

保護者 

報告 
※感染者情報収集システムを利用 
※緊急時は電話で一報 
※保護者へ啓発 

【報告先】 
①学校医・学校薬剤師 
②健康福祉センター（保健所） 
③山口市教育委員会 

【報告内容】 
①生徒の状況 
②生徒の措置内容 

県 
 

対 
 

策 
 

本 
 

部 

【生徒の状況把握】 
①発生日時・場所 
②欠席状況（人数） 
③症状の内容 
④出席者の状況 
⑤患者との接触歴 等 

学級担任 

【全校の状況把握】 

校 長 

養護教諭 

報告 

指導・助言 

報告（感染症の疑い） 

聴取・調査・指示 

報告 

連絡 

連絡 
報告 

調査・指導 

報告 

調査・指導 

調査・指導 

相談 
啓発（文書・メール配信） 

感染が疑われた場合 

学校に早急に連絡 

発 生 

報道機関や保護者からの問合せに対する窓口は、教頭がこ
れにあたる。（勝手な対応は厳禁とする） 
なお、保護者に対しては、結果等に関する文書を速やかに
作成し、配布する。 
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５ 熱中症への対応 
 （１）熱中症の症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （２）基本理解事項 

   ① 状況に応じた水分・塩分補給とこまめな休憩 

暑い時期は、水分・塩分をこまめに補給し、休憩は１５～３０分に１回はとる。 

スポーツドリンクや経口補水液を積極的に活用する。 
   ② 暑さに徐々に慣れる 

熱中症は、急に暑くなる７月下旬から８月上旬に多く発生している。急に暑くなったときは、

運動を軽くして、徐々に慣らしていくこと。 
   ③ 個人の条件や、体調を考慮する 

練習前には、生徒一人ひとりの健康状態を必ず確認し、体調に応じた運動量にする。 

体力のない人や暑さに慣れていない人は特に注意し、運動を軽減する。 

体調が悪い時は熱中症を起こしやすいため、無理はしない！させない！ 
   ④ 服装に気を付ける 

服装は軽装とし、吸湿性や通気性の良い素材にする。直射日光は帽子で防ぐようにする。運

動時に使用する保護具等は、休憩時にはゆるめる、はずす等して、体の熱を逃すようにする。 
   ⑤ 具合が悪くなった場合には、早めの処置を行う 

暑いときには熱中症が起こりうることを認識し、具合が悪くなった場合は、早めに運動を中

止し、適切な処置を行う。 

 

 

  

日本救急医学会熱中症分類（出典２：日本救急医学会、熱中症診療ガイドライン2015）を改変 
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 （３）暑さ指数(WBGT)で活動を判断 

   ① 確認するタイミング 

 グラウンド・体育館での活動（授業、部活動）を開始する前に、「環境省熱中症予防情報サイト」

で暑さ指数を確認し、学校の WBGT測定器で定期的に暑さ指数を測定すること。 

 体育の授業や運動部の部活動以外の、文化部の屋外活動等の場合も同様とする。 

 ア：「朝（８時まで）」、「昼休み」、「部活前」に測定器で測る。（教頭・養護教諭・部活動顧問） 

    場所：職員室外グラウンド、体育館、保健室前 

       朝練がある部活動顧問は、職員室外や体育館で測定する。 

 イ：測定結果は職員室内、保健室前に掲示する。 

   ② 暑さ指数(WBGT)を用いた活動判断 

暑さ指数

(WBGT) 

(℃) 

（参考） 

気温 

(℃) 

注意すべき 

生活活動の 

目安 

日常生活に 

おける注意 

事項 

熱中症予防運動指針（注１） 本校の対応 

31以上 35以上 

すべての生活活

動で起こる危険

性 

高齢者においては

安静状態でも発生

する危険性が大き

い。外出はなるべ

く避け、涼しい室

内に移動する。 

運動は原則中止 

特別の場合以外は運動を中止する。 

特に子供の場合には中止すべき。 運動は 

原則中止 

28～31 31～35 

外出時は炎天下を

避け、室内では室

温の上昇に注意す

る。 

厳重警戒（激しい運動は中止） 

熱中症の危険性が高いので、激しい運

動や持久走など体温が上昇しやすい

運動は避ける。10～20分おきに休憩を

取り水分・塩分の補給を行う。暑さに

弱い人（注２）は運動を軽減または中止。 

激しい運動は 

中止 

25～28 28～31 

中等度以上の生

活活動で起こる

危険性 

運動や激しい作業

をする際は定期的

に充分に休息を取

り入れる。 

警戒（積極的に休憩） 

熱中症の危険が増すので、積極的に休

憩を取り適宜、水分・塩分を補給する。

激しい運動では、30分おきくらいに休

憩を取る。 

積極的に 

休憩を 

推奨 

21～25 24～28 
強い生活活動で

起こる危険性 

一般に危険性は少

ないが激しい運動

や重労働時には発

生する危険性があ

る。 

注意（積極的に水分補給） 

熱中症による死亡事故が発生する可

能性がある。熱中症の兆候に注意する

とともに、運動の合間に積極的に水

分・塩分を補給する。 

積極的に 

水分補給を 

推奨 

21以下 24未満   

ほぼ安全（適宜水分補給） 

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜

水分・塩分の補給は必要である。市民

マラソンなどではこの条件でも熱中

症が発生するので注意。 

通常 

（注 1）公益財団法人日本スポーツ協会「熱中症予防運動指針」より。 
同指針補足 ＊乾球温度（気温）を用いる場合には、湿度に注意する。湿度が高ければ、１ランク厳しい環境

条件の運動指針を適用する。 
＊熱中症の発症リスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均的な目安
で有り、スポーツ現場では個人差や競技特性に配慮する。 

（注２）暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など。 
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 （４）熱中症への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

熱中症を疑う症状 
 〇 めまい・失神 
 〇 四肢の筋や腹筋がつり、筋肉痛が起こる。 
 〇 全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、

頭痛等が起こる。 
 〇 足がもつれる。ふらつく。転倒する。突然座り

込む。立ち上がれない。等 

意識障害の有無 

なし あり 

・応答が鈍い。 
・言動がおかしい。 
・意識がない。 
・ペットボトルの蓋を開け
ることができない。等 

質問をして応答をみる 
Ｑ：ここはどこ？ 
Ｑ：名前は？ 
Ｑ：今、何をしている？ 

涼しい室内への避難 
 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせる。 

身体冷却 
 救急車到着までの間、積極的に体を冷やす。 
効果的な冷却方法 
 ①氷水・冷水に首から下をつける。 
 ②ホースで水をかけ続ける。 
 ③ぬれタオルを体にあて、扇風機で冷やす。 
※迅速に体温を下げることができれば、救命率

が上がります。 

水分摂取ができるか 

できる できない 

水分塩分を補給する 
・スポーツドリンク、あるいは経口

補水液等を補給する。 
・熱けいれんの場合は食塩を含んだ

飲み物や整理食塩水(0.9%)を補給
する。 

症状改善の有無 

症状改善 

改善しない 

経過観察（当日のスポーツ参加はしない） 

病院へ！ 

Ⅲ度 

重症 

Ⅱ度 

 

１１９番通報 

Ⅰ度 

軽症 

管理職へ報告 

保護者連絡 

管理職へ報告 

保護者連絡 

保護者連絡 

教育委員会へ報告 

教育委員会へ報告 
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６ 火災・自然災害発生時の対応 

（１）火災発生時の措置 

 ☆生徒在校中に出火した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火災発生 

発見 
生徒の安全確保 

（場合によっては緊急避難） 

教職員 

職 員 室 へ 通 報 

緊急放送 

 教頭 教務主任 

 その他放送可能な教職員 

※静かに放送を聞き、指示に従う 

消防署へ火災通報 

 可能な教職員 

避難 

 学級担任・授業担当者 
 ○窓やドアを閉め、カーテンを
くくる 

 ○教職員を先頭に２列を作り、
指示された行動をとる 

 ○「おはしも」を守る 

初期消火 

 ○ごく初期消火のみ 
○絶対に無理はしない 

搬出 

 ○持出品の確認をして
おく 

 ○絶対に無理はしない 

第１避難場所・・・グランド または 体育館（放送で指示） 

避難確認 

 総務委員 → 学級担任 → 学年主任 → 防火管理者（教頭）→ 校長 

  在籍数／欠席者・負傷者の有無／避難数／避難状況／待機指示 

○火災発生後速やかに市教委へ報告 ○消防・警察到着後、その後の対応は指示に従う 

情報の収集と一元化 

情報の公開は消防・警察の対応にゆだ
ねる（犯罪性を伴う可能性があるため） 

保護者への連絡は、生徒の避難完了後（安全確認後）、速
やかに行う。 
①状況に応じた保護者への引き渡しを確実に行う。 
②避難場所にクラスごとに待機させ、迎えに来た保護者
を環境調査票で確認し、帰宅してもらう。 
③連絡がつかない場合はそのまま待機させる。 
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 ☆教職員のみ在校中に出火した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）校長・教頭が不在の時に火災が発生した場合 

   校長（隊長）・教頭（防火管理者）が登校するまでに、教職員は下記の事項を処理する。 

 

 

 

 

 

 

（３）夜間・休日に火災が発生した場合 

 

 

 

 

 

  

火災発生 

発見 

教職員 

職 員 室 へ 通 報 

緊急放送 

 教頭 教務主任 

 その他放送可能な教職員 

※静かに放送を聞き、指示に従う 

消防署へ火災通報 

 可能な教職員 

初期消火 

 ○ごく初期消火のみ 
○絶対に無理はしない 

搬出 

 ○持出品の確認をして
おく 

 ○絶対に無理はしない 

確認 

・出火場所 

・出火状況 

職員避難 

① 消防署への通報 

② 校長（隊長）・教頭（防火管理者）への連絡（指示を仰ぐ） 

③ 市教委への連絡 

④ 初期消火・搬出（絶対に無理はしない） 

① 学校メールで全教職員へ知らせる 

② 教職員は直ちに出勤し、消防署員や校長（隊長）の指示に従う 
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７ 自然災害（地震・津波・台風・水害等）発生時の措置 

（１）地震・津波 

 ☆生徒在校中に地震が発生した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震の揺れを感じたら… 

 ・すぐに避難せずに机の下に入る 
 ・姿勢を低くする 
 ・ガラスや倒れるもののそばから離れる 
 ・頭を鞄や本で守る 
  ※授業中は授業者の指示に従う 

本部の指示（校内放送）を待つ 

 ・テレビ・ラジオの地震速報で津波警報・注意報発表の有無の確認 

ストーブ・その他の電源を切る 

 ・火器類はすべて消す 

グランドに避難誘導 

避難確認 

 総務委員 → 学級担任 → 学年主任 → 防火管理者（教頭）→ 校長 

  在籍数／欠席者・負傷者の有無／避難数／避難状況／待機指示 

被害状況の確認 

 ・津波警報・注意報解除の確認 
 ・被害状況により、救急車の出動要請・養護教諭の応急処置・保護者への連絡 
 ・生徒が病院へ搬送される際は、職員も病院へ（管理職へ状況報告） 

校長（教頭）は市教委へ連絡 

担任は保護者へ連絡 

生徒の動揺を落ち着かせた後、集団下校 

（判断が難しい場合は、市教委と連絡調整を図る） 
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 ☆登下校時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆校外学習時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）台風・その他の風水害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜生徒＞ 

 ・登下校時に地震にあったら、可能な範囲で自分の所在を学校へ知らせる。 

＜教職員＞ 

 ・危険がないことを確認でき次第、生徒の所在確認と状況によっては保護を行う。 

（校内・通学路・避難場所） 

・状況に応じて、帰宅や登校の判断をし、学校メールで保護者へ知らせる。 

・保護者への引き渡しが必要な場合は、連絡・引き渡しまでを確実に行う。 

 保護者と連絡がつかない場合は、そのまま待機させる。 

・学校の対応について、市教委へ状況報告を行う。 

＜生徒＞ 

 ・教職員の指示をよく聞いて、急いで避難をする。 

 ・教職員とはぐれたり、指示が届かない場所にいたりする場合は、防災無線等をよく

聞いて、避難が必要な場合は近くの安全な場所に避難する。 

 ・避難後の行動については、教職員の指示に従う。 

＜教職員＞ 

 ・引率教職員は、現場の状況や津波情報等から避難が必要かを判断し、避難が必要な

場合は、生徒を安全な場所へ避難させた後、学校へ状況を報告する。 

 ・学校は引率教職員と連絡を取り、状況を把握し必要な指示をする。 

 ・学校は交通機関や地域の安全状況、避難解除後の対応について、引率教職員へ連絡

する。 

台風・豪雨等の状況把握（教頭・教務主任） 

 ・天気予報等で気象状況・警報等の確認 

 ・隣接校との状況の確認 

対応協議（校長・教頭・教務主任・生徒指導主任） 

決定（校長） 

 ・下校繰り上げ ・下校見合わせ  ・遅れての登校 
 ・登校見合わせ ・臨時休校 等 

報告文書作成（教頭） 

 ・市教委 

・保護者（文書、メール） 

学級担任 

 ・登下校時の安全指導 

・保護者への連絡 
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９ Ｊアラート発令に伴う緊急マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｊアラート（ミサイル発射）警報が流れたら 

登校前７：００まで 登校中７：００〜 在 校 中 下 校 中 

メール配信 
 本日○時に、ミサ
イル発射のＪアラー
トが発令されまし
た。本日の登校は、安
全が確認された後
に、本メールでお伝
えしますので、それ
までは生徒は自宅待
機させてください。 

警報がなり次第 
○今いる近くの建物
に避難する。 
○物陰に身を隠す。 
○地面に伏せて、頭
部を守る。 

警報がなり次第 
○放送（教頭）で全
員を校舎に入れる。 
○室内にいる場合
は、窓・天井照明か
ら離れ、低い姿勢に
なり頭部を守る。
（机の下に入る・帽
子等で頭部の保護） 
○事務職員は電話対
応を行う。 
○地区住民が避難し
てきた場合は、教
頭・生徒指導主任で
体育館（場合によっ
てはワークスペー
ス）へ誘導する。 
○避難指示解除が出
た段階で放送を行
う。 
○担任は人数確認と
健康観察を行い、教
頭に報告する。 

警報がなり次第 
○今いる近くの建物
に避難する。 
○物陰に身を隠す。 
○地面に伏せて頭部
を守る。 

避難指示解除 

校長・教頭・関係者で
協議後、登校開始の
メール配信 

担当教員（生徒指導
主任、各学年部副担
任）は通学路を歩い
て知らせる。 

担任の指示に従い、
その後の活動にうつ
る。 

担当教員（生徒指導
主任、各学年部副担
任）は通学路を歩い
て知らせる。 

生徒が帰宅中である
ことをメールで配信
する。 

○登校途中地点で見守り実施 
○見守り隊へ協力を要請 
（安全が保証された場合、見守りは行わない） 

○下校途中地点で見
守り実施 
○見守り隊へ協力を
要請 
（安全が保証された
場合、見守りは行わ
ない） 
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ミサイルが付近に着弾した場合 

校長 ………… 全体指示 
教頭・事務 … ①情報収集 ②関係機関への連絡 ③メール配信 
教務 ………… 緊急放送（避難場所の指示） 
学級担任 …… ①生徒状況の確認・報告 ②ケガ等の対処（養護教諭と協力） ③心のケア 
副担任 ……… ①避難経路の確認・確保 ②危険物（ガラス等）の除去（できる範囲で） 

状況に応じて… 
 ○集団下校 
 ○保護者への引き渡し 

登下校時に関する事前指導（日頃から確認しておく） 

○できる限り頑丈な建物に非難すること。 

○物陰に身を隠すこと。 

○地面に伏せて、頭部を守ることなどの対応が、状況に応じてできるようにしておく。 
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１０ 緊急時のガイドライン（教職員用） 緊急連絡 ⇨ 「メール」で連絡 
 

不審者事案等発生時 
台風接近時・大雨（雪） 

洪水・土砂災害発生時 
地震・津波発生時 Ｊアラート警報発令時 

在 
 
 

宅 
 
 

時 

・校区内で子どもを狙っ

た強制わいせつ等の不

審者事案 

・校区内で不特定多数を

狙った凶悪事案 

・校区内で凶器を所持し

た不審者事案 等 

 

自宅待機 

 ・事案発生情報、並びに

対応を連絡（メール配

信） 

 

授業実施 

 ・保護者や警察、見守り

隊の協力のもと、登校 

◎参集職員…校長、教頭、

教務主任、生徒指導主任、

各学年主任 

台風接近・暴風警報発令 

河川氾濫・土砂災害警報

発令 

 

臨時休業 

・前日連絡、並びに今後の

対応連絡（メール配信） 

 

自宅待機 

 ・前日又は朝 6:00に連

絡（メール配信） 

 

授業実施 

・保護者による安全確保

のもと登校 

◎参集職員…校長、教頭、

教務主任、生徒指導主任、

各学年主任 

震度５以上・津波警報発

令 

 

臨時休業 

・発生後、今後の対応連絡

（メール配信） 

 

自宅待機 

 ・前日又は朝 6:00に連

絡（メール配信） 

 

授業実施 

・保護者による安全確保

のもと登校 

◎参集職員…校長、教頭、

教務主任、生徒指導主任、

各学年主任 

Ｊアラート警報発令 

 

臨時休業 

・発生後、今後の対応連絡

（メール配信） 

 

自宅待機 

 ・事案発生情報並びに

対応について連絡

（メール） 

 

授業実施 

・保護者や見守り隊によ

る安全確保のもと登校 

◎参集職員…校長、教頭、

教務主任、生徒指導主任、

各学年主任 

在 
 

校 
 

時 

授業実施後下校 

・事件解決の場合、教職員

の下校指導 

・事件未解決の場合、学校

に待機 

・状況により集団下校ま

たは保護者引渡実施（メ

ール配信） 

・事件解決が数日間に亘

り長引く場合、教職員と

保護者、見守り隊で登下

校指導 

大雨・暴風警報発令 

授業実施後下校 

・教職員の下校指導 

・下校が困難な場合、学校

で待機 

・状況により保護者引渡

実施（メール配信） 

【山口市防災メールに加入】 

授業実施後下校 

・グランド避難、生徒・教

職員の安否確認 

・施設点検 

・下校させる場合、教職員

の下校指導 

・下校困難な場合、学校で

待機 

・状況により保護者引渡

実施（メール配信） 

授業実施後下校 

・警報がなり次第、校舎内

避難 

・生徒、教職員の安否確認 

・下校させる場合、教職員

の下校指導 

・下校困難な場合、学校で

待機 

・状況により保護者引渡

実施（メール配信） 

登 

下 

校 

中 

・子ども 110 番の家等安

全が確保できる場所に

避難 

・教職員、保護者等で登下

校中の生徒の安全を確

保 

・保護者・見守り隊へのメ

ール配信 

洪 
 
 

水 

・在校中、大雨のた

め斜面の崖崩れ

等が予想される

場合は学校待機 

・教職員が安全確

認後、集団下校 

・下校が困難場合

は、気象・災害情

報を考慮し、保護

者に連絡（メール

配信） 

登校中 避難登校 

下校中 避難下校 

 

・広く安全な場所に避難

後、安全を確認しつつ

登下校 

・近くの建物や物陰に避

難 

・下校時は帰宅途中であ

ることをメール配信 

・避難指示解除が出た段

階で、教職員が通学路を

確認 

備 

考 

○生徒の安全第一。また、急変・不測の事態も考えられるので、ガイドライン通りにはならないこともある 

○電話はメールが使用できない場合がある 

○（参考）平川小学校の浸水深は、0.00mから 0.50mと予想（山口市防災マップより） 

参 

考 

○緊急処置をした場合、市教委学校教育課(083-934-2862)に連絡 

○本校体育館は、市から災害時の避難所に指定されている 
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緊急時のガイドライン（保護者用） 緊急連絡 ⇨ 「メール」で連絡 

◎各家庭においても、それぞれの災害について対応を判断され、必要に応じて登校時間を遅らせるなど

の必要な対応をお願いします。 

 
不審者事案等発生時 

台風接近時・大雨（雪） 

洪水・土砂災害発生時 
地震・津波発生時 Ｊアラート警報発令時 

在 
 
 

宅 
 
 

時 

・校区内で子どもを狙っ

た強制わいせつ等の不

審者事案 

・校区内で不特定多数を

狙った凶悪事案 

・校区内で凶器を所持し

た不審者事案 等 

 

自宅待機 

 ・事案発生情報、並びに

対応を連絡（メール配

信） 

 

授業実施 

 ・保護者や警察、見守り

隊の協力のもと、登校 

台風接近・暴風警報発令 

河川氾濫・土砂災害警報

発令 

 

臨時休業 

・前日連絡、並びに今後の

対応連絡（メール配信） 

 

自宅待機 

 ・前日又は朝 6:00に連

絡（メール配信） 

 

授業実施 

・保護者による安全確保

のもと登校 

震度５以上・津波警報発

令 

 

臨時休業 

・発生後、今後の対応連絡

（メール配信） 

 

自宅待機 

 ・前日又は朝 6:00に連

絡（メール配信） 

 

授業実施 

・保護者による安全確保

のもと登校 

Ｊアラート警報発令 

 

臨時休業 

・発生後、今後の対応連絡

（メール配信） 

 

自宅待機 

 ・事案発生情報並びに

対応について連絡

（メール） 

 

授業実施 

・保護者や見守り隊によ

る安全確保のもと登校 

在 
 

校 
 

時 

授業実施後下校 

・事件解決の場合、教職員

の下校指導 

・事件未解決の場合、学校

に待機 

・状況により集団下校ま

たは保護者引渡実施（メ

ール配信） 

・事件解決が数日間に亘

り長引く場合、教職員と

保護者、見守り隊で登下

校指導 

大雨・暴風警報発令 

授業実施後下校 

・教職員の下校指導 

・下校が困難な場合、学校

で待機 

・状況により保護者引渡

実施（メール配信） 

授業実施後下校 

・グランド避難、生徒・教

職員の安否確認 

・施設点検 

・下校させる場合、教職員

の下校指導 

・下校困難な場合、学校で

待機 

・状況により保護者引渡

実施（メール配信） 

授業実施後下校 

・警報がなり次第、校舎内

避難 

・生徒、教職員の安否確認 

・下校させる場合、教職員

の下校指導 

・下校困難な場合、学校で

待機 

・状況により保護者引渡

実施（メール配信） 

登 

下 

校 

中 

・子ども 110 番の家等安

全が確保できる場所に

避難 

・教職員、保護者等で登下

校中の生徒の安全を確

保 

・保護者・見守り隊へのメ

ール配信 

洪 
 
 

水 

・在校中、大雨のた

め斜面の崖崩れ

等が予想される

場合は学校待機 

・教職員が安全確

認後、集団下校 

・下校が困難場合

は、気象・災害情

報を考慮し、保護

者に連絡（メール

配信） 

登校中 避難登校 

下校中 避難下校 

 

・広く安全な場所に避難

後、安全を確認しつつ

登下校 

・近くの建物や物陰に避

難 

・下校時は帰宅途中であ

ることをメール配信 

・避難指示解除が出た段

階で、教職員が通学路を

確認 

備 

考 

○生徒の安全第一。また、急変・不測の事態も考えられるので、ガイドライン通りにはならないこともある 

○電話はメールが使用できない場合がある 

○（参考）平川小学校の浸水深は、0.00mから 0.50mと予想（山口市防災マップより） 

参 

考 

震度５弱：大半の人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。棚にある食器等が落下したり、固定されてい

ない家具等が移動したりすることがある。 

震度５強：物につかまらないと歩くことが難しい。棚にある食器等が落ちるのが多くなる。また、補強されて

いないブロックが崩れることがある。 

 ※自主避難受入れ対応：平川地域交流センター  ※広域避難場所：山口大学 

 ※二次避難場所：平川小学校体育館、平川中学校体育館、平川幼稚園、西京高校体育館 

         山口大学体育館、山口大学武道館 
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（１）校内事故の対応          （２）校外・夜間事故の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◎ 校長 → 教頭 → メール配信 

◎ 下記の教職員については、必要の度合いに応じて教頭または教務が連絡する。 

   学力アシスト支援員、特別支援補助員、スクールカウンセラー、学校司書 

  

緊急連絡網（事故発生時の対応等） 取扱注意 

山口市立平川中学校  ＴＥＬ ０８３－９２４－７７００ 

事故発生者 
事故発見者 

事故発生者 
事故発見者 

担任 
職員室 

養護教諭 

≪救急・医療≫ 

警察（緊急） １１０ 

火事・救急車 １１９ 

山口警察署  ９２４－０１１０ 

平川駐在所 （山口署から転送） 

セコム    ９２４－２９２６ 

済生会病院  ９０１－６１１１ 

小郡第一病院 ９７２－０３３３ 

日赤病院   ９２３－０１１１ 

吉野内科   ９３２－１２２２ 

のむら医院（眼科）  ９２８－７８７８ 

たなか歯科  ９４１－６４８０ 

ペリカン維新公園 

９３３－０７１１ 

≪救急・医療≫ 
 
左記に同じ 

連絡 

調整 
状況把握と対策協議 

校長・教頭 
 
生徒指導主任 
 

学年主任 
担任 

事情聴取 
 
応急処置 
 
保護者連絡 
 
今後の 
対策協議 

☆原因分析 ○生徒指導部会 
☆防止対策 ○学年部会 

○職員会 

教頭 
報告 

事 故 処 理 
加害者の保護者への対応 
加害者への指導 
被害者への指導 
被害者の保護者への対応 
職員への報告 
一般生徒への指導 
関係機関への報告 
 
 事 後 処 理 
継 続 指 導 

校長 
指示 

教 職 員 連 絡 一 覧 （メール連絡） 

☆ 慌てず 
騒がず 
まず人命 

☆ 落ち着いて 
機敏で 
正しい連絡 

☆ 適切な処置を 

山口市教育委員会 

（学校教育課）   934-2863 

（教育総務課）   934-2859 

（教育施設管理課） 934-2860 

関係諸機関 

 平川小学校    922-1789 

 地域交流センター 922-4235 
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月 火 水 木 金 土 日

　吉野内科循環器科（吉野　文雄Dr） 平川 ９３２－１２２２ ８：３０～１２：００，１４：００～１８：００ ● ● ● ８：３０～１２：００ ● ８：３０～１２：００ ×

　済生会山口総合病院（竹野　研二Dr） 白石 ９０１－６１１１ ８：３０～１１：００ ● ● ● ● ● × ×

　平川眼科クリニック（武田　知佳Dr） 平川 ９３４－１０１０ ９：００～１２：００，１３：００～１８：００ ● ● ９：００～１２：００ ● ● ９：００～１２：００ ×

　たなか歯科（田中　久雄Dr） 平川 ９４１－６４８０ ９：３０～１２：３０，１４：００～１９：００ ● ● ９：３０～１２：３０ ● ●
９：３０～１２：３０

１３：３０～１６：００
×

　ペリカンみんなの薬局（坂口亮介） 平川 083-934-1700 ８：３０～１８：００ ● ● ● ● ● ８：３０～１５：３０ ×

　済生会山口総合病院 白石 ９０１－６１１１ ８：３０～１１：００ ● ● ● ● ● × ×

　山口赤十字病院 宮野 ９２３－０１１１ ８：１５～１１：１５ ● ● ● ● ● × ×

　小郡第一総合病院 小郡 ９２７－０３３３ ８：３０～１７：００ ● ● ● ● ● × ×

　柴田病院 大内 ９２７－２８００ ９：００～１２：３０，１４：００～１８：００ ● ● ● ９：００～１２：３０ ● ９：００～１２：３０ ×

　佐々木外科病院 湯田 ９２３－８８１１ ９：００～１３：００，１５：００～１７：３０ ● ● ９：００～１２：３０ ● ● ９：００～１２：３０ ×

学校医

救急病院

総合病院

曜日別対応

医療機関連絡先一覧

科目 病院名 地区名 電話番号 基本診療時間
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月
火

水
木

金
土

日

　
た
ね
く
ぼ
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
歳

９
３
４
－
７
１
１
０

８
：３
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
８
：３
０
～
１
２
：３
０

●
８
：３
０
～
１
３
：０
０

×

　
淵
上
整
形
外
科

大
内

９
２
２
－
６
６
４
４

９
：０
０
～
１
２
：０
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：０
０

●
９
：０
０
～
１
２
：０
０

×

　
と
よ
た
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
内

９
２
９
－
３
３
１
５

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：０
０

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

１
４
：３
０
～
１
９
：０
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

×

　
大
野
整
形
外
科
リ
ウ
マ
チ
科

平
川

９
０
２
－
８
４
１
１

８
：３
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：０
０

●
●

８
：３
０
～
１
２
：３
０

８
：３
０
～
１
２
：３
０

１
４
：３
０
～
１
７
：０
０

●
８
：３
０
～
１
２
：３
０

×

　
中
村
整
形
外
科

吉
敷

９
３
３
－
６
１
１
１

９
：０
０
～
１
２
：１
０
，
１
４
：０
０
～
１
７
：４
０

●
●

９
：０
０
～
１
２
：１
０

●
●

９
：０
０
～
１
２
：１
０

×

　
坂
本
整
形
外
科

大
殿

９
２
５
－
５
５
６
６

９
：０
０
～
１
２
：０
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

９
：０
０
～
１
２
：０
０

●
●

９
：０
０
～
１
２
：０
０

×

　
林
外
科
医
院

白
石

９
２
２
－
０
１
３
９

８
：３
０
～
１
７
：３
０

●
●

●
８
：３
０
～
１
２
：０
０

●
●

×

　
野
村
整
形
外
科
医
院

宮
野

９
３
３
－
０
０
１
１

８
：３
０
～
１
２
：０
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
８
：３
０
～
１
２
：０
０

●
８
：３
０
～
１
２
：０
０

１
４
：０
０
～
１
６
：０
０

×

外
科

　
斉
藤
外
科
眼
科

吉
敷

９
２
４
－
３
５
５
０

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

×

　
く
ら
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
川

９
２
１
－
６
２
２
０

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

×

　
あ
ゆ
か
わ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
川

９
２
４
－
１
２
３
４

８
：３
０
～
１
２
：０
０
，
１
５
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
８
：３
０
～
１
２
：０
０

●
８
：３
０
～
１
２
：０
０

×

　
安
藤
消
化
器
内
科

平
川

９
３
３
－
０
５
０
０

８
：３
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
８
：３
０
～
１
２
：３
０

●
８
：３
０
～
１
２
：３
０

×

　
お
お
う
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
外
科
も
対
応
）

大
内

９
３
３
－
１
７
７
０

９
：０
０
～
１
３
：０
０
，
１
５
：０
０
～
１
８
：３
０

●
●

×
●

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

９
：０
０
～
１
２
：３
０

１
４
：０
～
１
７
：０
０

　
サ
サ
キ
ク
リ
ニ
ッ
ク

湯
田

９
２
２
－
３
２
３
７

９
：０
０
～
１
２
：０
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：０
０

●
９
：０
０
～
１
２
：０
０

×

　
山
口
赤
十
字
病
院
歯
科
口
腔
外
科

大
殿

９
２
３
－
０
１
１
１

８
：１
５
～
１
１
：１
５

●
●

●
●

●
×

×

　
ア
ッ
プ
ル
歯
科

平
川

９
２
１
－
１
３
０
３

９
：０
０
～
１
２
：０
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：０
０

×

　
た
な
か
歯
科

平
川

９
４
１
－
６
４
８
０

９
：３
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
９
：０
０

●
●

９
：３
０
～
１
２
：３
０

●
●

９
：３
０
～
１
２
：３
０

１
３
：３
０
～
１
６
：０
０

×

　
い
の
う
え
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
川

９
０
２
－
３
３
１
４

９
：０
０
～
１
３
：０
０
，
１
５
：０
０
～
１
９
：３
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

×

　
佐
伯
歯
科

平
川

９
２
３
－
７
７
７
０

９
：３
０
～
１
３
：０
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

●
●

×

　
せ
ぐ
ち
皮
ふ
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
川

９
３
３
－
１
２
１
２

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

×

　
太
田
皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
内

９
２
７
－
１
１
１
２

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

×

　
と
み
な
が
皮
ふ
科

湯
田

９
３
４
－
３
０
０
３

８
：４
５
～
１
２
：０
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
８
：４
５
～
１
２
：０
０

●
８
：４
５
～
１
２
：０
０

●
８
：４
５
～
１
２
：０
０

×

　
い
が
た
眼
科

大
内

９
２
０
－
８
０
０
０

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
７
：３
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

×

　
お
が
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

湯
田

９
３
４
－
３
８
０
１

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

１
４
：３
０
～
17
：3
0

×

　
久
冨
眼
科

白
石

９
２
４
－
０
０
４
８

９
：０
０
～
１
２
：１
５
，
１
３
：３
０
～
１
７
：３
０

●
●

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：１
５

×

　
お
が
た
ク
リ
ニ
ッ
ク

湯
田

９
３
４
－
３
８
０
０

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

１
４
：３
０
～
17
：3
0

×

　
ひ
ま
わ
り
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
歳

９
３
２
－
８
７
３
３

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：０
０

●
●

９
：３
０
～
１
２
：３
０

●
●

９
：０
０
～
１
２
：３
０

×

　
の
の
は
な
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
内

９
４
１
－
１
１
３
３

９
：０
０
～
１
２
：０
０
，
１
４
：３
０
～
１
９
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

●
９
：０
０
～
１
３
：０
０

×

　
耳
鼻
咽
喉
科
か
め
や
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

白
石

９
０
１
－
５
５
５
０

８
：４
５
～
１
２
：０
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：３
０

●
●

●
８
：４
５
～
１
２
：０
０

●
８
：４
５
～
１
４
：０
０

×

　
耳
鼻
咽
喉
科
ニ
コ
ニ
コ
じ
び
か

大
内

９
４
１
－
２
５
２
５

８
：４
５
～
１
２
：０
０
，
１
４
：４
５
～
１
８
：０
０

●
●

８
：４
５
～
１
２
：０
０

●
●

８
：４
５
～
１
２
：０
０

×

　
か
く
脳
神
経
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

湯
田

９
２
０
－
１
０
０
１

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：３
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

×

　
と
り
い
脳
と
女
性
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
脳
）

大
内

９
０
２
－
５
５
８
０

９
：０
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

×
●

●
９
：０
０
～
１
２
：３
０

×

　
あ
ん
の
循
環
器
内
科

吉
敷

９
２
４
－
１
１
５
１

８
：３
０
～
１
２
：３
０
，
１
４
：０
０
～
１
８
：０
０

●
●

●
８
：３
０
～
１
２
：３
０

●
８
：３
０
～
１
２
：３
０

×

脳
外
科

耳
鼻
咽
喉
科

内
科

歯
科

眼
科

皮
膚
科

整
形
外
科

科
目

病
院
名

地
区
名

電
話
番
号

基
本
診
療
時
間

曜
日
別
対
応


